
令和８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

外務省（内閣府と関係府省庁との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 132  

重点募集
テーマ 

①「事務処理方法の見直し」の該当 ○ 

提案区分 B 地方に対する規制緩和  ②「デジタル化」の該当 × 

提案分野 12_その他 
 ③「地域におけるサービスの維持・

向上等」の該当 

× 

 

提案事項（事項名） 

都道府県等に設置される政府調達に係る苦情処理機関の見直し 

 

提案団体 

岡山県、三重県、全国知事会、中国地方知事会 

 

制度の所管･関係府省庁 

内閣府、総務省、外務省 

 

求める措置の具体的内容 

都道府県及び指定都市（以下「都道府県等」という。）における物品等及び特定役務の調達においては、各都道

府県等で政府調達に関する協定及び平成７年 12 月１日付け自治国第 134 号、平成 11 年３月 18 日付け自治

国第 27 号、平成 26 年３月 12 日付け総行国第 37 号に基づき、当該調達にかかる苦情の処理手続を行う機関

を設置しているところであるが、国の「政府調達苦情検討委員会」で都道府県等の調達分に係る苦情も一括して

処理することを求める。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

都道府県及び指定都市における物品等及び特定役務の調達においては、各都道府県等で政府調達に関する

協定及び平成７年 12 月１日付け自治国第 134 号、平成 11 年３月 18 日付け自治国第 27 号、平成 26 年３月

12 日付け総行国第 37 号に基づき、当該調達にかかる苦情の処理手続を行う機関を設置し、苦情の申し立てが

あった際は、当該機関において苦情についての協議を行うこととなっている。また、国における物品等及び特定

役務の調達においては、国で「政府調達苦情検討委員会」を置き、苦情の処理に当たっている。 

【支障事例】 

当県においては、平成８年に苦情の処理手続きを行う機関（委員会）を設置して以降、一度も苦情が申し立てら

れた実績がない一方、委員会に係る予算措置を毎年行い、任期ごとに委員の選任（当県では２年に１回、３人の

委員を選任）を行う必要があるため、その都度委員への連絡や後任者の調整などに労力を要している。 

【制度改正の必要性】 

各都道府県の状況は、全都道府県で年に数件であり、当県と同様に開催見込みの著しく低い委員会のための

委員選任手続き等が負担になっていると思われる。 

【支障の解決策】 

国においても同様に件数が少ない状況（令和４年：１件、令和５年：６件、令和６年：４件、令和７年：４件）であるた

め、国の「政府調達苦情検討委員会」で、都道府県等の調達分に係る苦情も一括して処理することで、各都道

府県等で委員会を置くことによる負担を軽減するだけでなく、事務の効率化につながる。 

なお、政府調達協定の第 18 条第４項において、「締約国は、対象調達に関する供給者からの苦情申立てを受

理し、審査するため、自国の調達機関から独立した少なくとも一の公平な行政当局又は司法当局を設置し、又

は指定する。」の規定に基づいて、都道府県等において設置するよう通知をしているものと把握しているが、国

で一括して設置をしたとしても協定に反していないと思慮する。 

 



地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

― 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

全都道府県で年に数件あるかどうかであり、国の機関で一本化された場合には都道府県等の事務が軽減さ

れ、事務の効率化になる一方、国における事務量はそれほど増加しないと思慮する。 

 

根拠法令等 

政府調達に関する協定第 18 条、政府調達苦情処理推進会議の設置について（平成７年 12 月１日閣議決定）、

平成７年 12 月１日付自治国第 134 号「政府調達に関する協定第 20 条に定める苦情の処理手続の整備につい

て（通知）」、平成 11 年３月 18 日付自治国第 27 号「「政府調達に関する苦情の処理手続（案）」の改正等につい

て（通知）」、平成 26 年３月 12 日付総行国第 37 号「政府調達に関する協定の改正に伴う苦情の処理手続の整

備について（通知）」 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

茨城県、相模原市、島根県、高知県、宮崎県 

 

○当県においても、平成８年に苦情の処理手続きを行う機関（委員会）を設置して以降、一度も苦情が申し立て

られた実績はなく、提案県同様、委員会に係る予算措置及び任期ごとの委員の選任（当県では２年に１回、４人

の委員を選任）を行う必要があり、その都度委員への連絡や後任者選任などに労力を要している。 

 

各府省庁からの第１次回答 

都道府県及び政令指定都市における調達事務及び当該調達に係る苦情の処理手続は自治事務である。都道

府県及び政令指定都市は、「地方自治法（昭和 22 年法律第 76 号）」や、政府調達協定等の実施のために定め

られた「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372 号）」等

の、地方公共団体の調達に係る関係国内法令に従って、自主的な判断に基づいて、調達を行っている。 

一方、国の政府調達苦情検討委員会は、「政府調達苦情処理推進会議の設置について（平成７年 12 月１日閣

議決定）」により設置され、「政府調達に関する苦情の処理手続（平成７年 12 月 14 日政府調達苦情処理推進会

議決定）」に基づき、調達機関に対する調査や要請を事実上の拘束力をもって実施している。仮に国の政府調

達苦情処理検討委員会が都道府県等の調達分に係る苦情も一括して処理した場合、法令上の根拠なく地方公

共団体の自治事務に対して事実上の拘束力を有する調査や要請が行われることとなり、国と地方の役割分担

の観点から課題があると考えられるため、慎重な検討を要する。 

 


